
○美濃加茂市飼い主不明猫不妊手術費用補助金交付要綱 

平成２９年３月３１日 

告示第２６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５

号）の趣旨に基づき、市民の快適な生活環境を保持することを目的として、飼い

主不明猫の増加を抑制するため不妊手術を行う者に対し、飼い主不明猫不妊手術

費用補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内において交付することに

ついて、美濃加茂市補助金等交付規則（平成２５年美濃加茂市規則第４３号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 飼い主不明猫 市内に生息する飼い主が不明な猫をいう。 

(2) 不妊手術 雄猫の精巣を摘出する去勢手術、雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮を

摘出する避妊手術をいう。 

(3) 識別処置 不妊手術実施時に片耳の先端にV字型の切り込みを入れる処置を

いう。 

(4) 不妊手術等 不妊手術及び識別処置のことをいう。 

(5) 診療施設 前条に定める目的に賛同し、動物愛護行政に協力する意欲のある

者で、不妊手術等に協力する者が開設する獣医療法（平成４年法律第４６号）

第２条第２項に規定する診療施設をいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、市内に生息する飼い主不明猫を診療施設へ持込み、

不妊手術等を受けさせる市内在住の者とする。 

（診療施設の登録） 

第４条 診療施設の登録を受けようとする者は、不妊手術等を実施する診療施設ご

とに、飼い主不明猫不妊手術等実施診療施設申請書（様式第１号。以下「診療施

設申請書」という。）を市長に提出しなければならない。ただし、獣医師会にあ

っては、会に所属する診療施設分を一括して提出することができる。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次に掲げる要件に該当

すると認める場合は登録し、飼い主不明猫不妊手術等実施診療施設登録通知書（様

式第２号）により通知し、公表するものとする。 

(1) 申請者は、獣医療法第３条の規定に基づき診療施設を開設した者又は、同法

第５条第１項の規定により診療施設を管理している獣医師であること。 

(2) 獣医療法及びその他関係法令の規定に違反したことがない獣医師であること。 

（診療施設の変更届等） 



第５条 診療施設の登録を受けた者は、診療施設申請書に記載した事項に変更が生

じたとき、又は登録を解除するときは、速やかに飼い主不明猫不妊手術等実施診

療施設登録事項変更・登録解除届（様式第３号）により、市長に届け出なければ

ならない。 

（診療施設の登録解除） 

第６条 市長は、診療施設が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、

その登録を解除することができる。 

(1) 第４条第２項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。 

(2) この告示及び獣医療法その他関係法令の規定に違反したとき。 

(3) 診療施設の登録を受けた者から登録解除の届出があったとき。 

（診療施設の獣医師の責務） 

第７条 診療施設の獣医師は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 診療施設の獣医師は、この告示による事業の趣旨及び内容を十分に理解し、

市民から求められたときは、当該趣旨及び内容を市民に説明すること。 

(2) 診療施設の獣医師は、補助対象者から求められたときは、不妊手術等を実施

後に市の求める事項として、申請者氏名、発行日、手術実施日、動物病院名及

び不妊手術の金額（個別又は明細により手術のみの金額が判別できるもの）を

発行すること。 

(3) 診療施設の獣医師は、この事業に係る飼い主不明猫の不妊手術を実施すると

きは、再手術等を防止するため、識別措置を実施すること。 

(4) 診療施設の獣医師は、市長から要請があったときは、この告示に基づく不妊

手術等に係るカルテ等の情報を開示すること。 

（補助金額） 

第８条 補助金の額は、１匹につき次に掲げる金額を上限とする。ただし、支払っ

た手術費用の額が次に掲げる金額を下回る場合は当該支払った金額とする。 

(1) 雄猫の去勢手術 １匹につき４，０００円 

(2) 雌猫の避妊手術 １匹につき６，０００円 

（補助金の申込み） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申込者」という。）は、不妊手

術等の実施前に、次に掲げる事項を実施する旨を誓約し、飼い主不明猫不妊手術

費用補助金申込書（様式第４号。以下「申込書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 飼い主不明猫の収容 

(2) 収容した猫が飼い主不明猫であることの確認 

(3) 診療施設への飼い主不明猫の搬入及び引き取り 

(4) 診療施設に対する不妊手術等の実施依頼 

(5) 猫の収容、不妊手術等の実施により第三者に損害を与えた場合の賠償 



(6) 前各号に掲げるもののほか、不妊手術等の実施について市長が必要と認める

事項 

２ 前項の場合において、申込者は次に掲げる書類を提示しなければならない。 

(1) 申込者の住所が確認できる書類 

(2) 不妊手術等を受けさせようとする飼い主不明猫の写真 

（補助金申込みの受付期間） 

第１０条 補助金申込みの受付期間は、毎年４月１日から翌年１月３１日までとす

る。ただし、受付終了日以前に補助金交付予定額の合計が当該年度の予算額に達

したときは、受付期間内であっても補助金申込みの受付を終了するものとする。 

（申込承認） 

第１１条 市長は、第９条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る

書類等の審査により、その承認又は不承認を決定し、飼い主不明猫不妊手術費用

補助金申込結果通知書（様式第５号。以下「申込結果通知書」という。）により

申込者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による承認を受けた者（以下「被承認者」という。）が、第１４条

の規定による申請（以下「交付申請」という。）を行える期間（以下「交付申請

期限」という。）は、申込み結果通知後６０日以内とする。 

（補助金申込の変更届等） 

第１２条 申込者は、申込結果通知書に記載された事項に変更が生じたときは、速

やかに飼い主不明猫不妊手術費用補助金申込変更届（様式第６号）を市長に提出

しなければならない。 

（不妊手術等の実施） 

第１３条 被承認者は、申込決定通知書に記載された診療施設で不妊手術等を実施

するものとする。 

（補助金申込みの取下げ） 

第１４条 被承認者は、不妊手術等が実施できない場合は、申込みを取り下げるも

のとする。 

２ 前項の場合において、被承認者は、飼い主不明猫不妊手術費用補助金申込取下

届（様式第７号）を市長に提出するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第１５条 被承認者は、第１３条の規定による不妊手術等を実施した後、申込結果

通知書に定められた交付申請期限内に、飼い主不明猫不妊手術費用補助金交付申

請書（様式第８号）に、診療施設の獣医師の押印を受け、次に掲げる書類を添え

て市長に補助金の交付を申請するものとする。 

(1) 不妊手術に係る領収書（被承認者宛てのものに限る。） 

(2) 不妊手術等を受けた飼い主不明猫の全体像を判別することができる写真 

(3) 不妊手術等を受けた飼い主不明猫の識別処置部分を判別することができる写



真 

（承認決定の取消し） 

第１６条 市長は、被承認者が交付申請期限内に交付申請をしなかったときは、承

認を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の場合において、飼い主不明猫不妊手術費用補助金承認決定取消

通知書（様式第９号）により、被承認者に通知するものとする。 

（交付決定及び確定） 

第１７条 市長は、第１５条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係

る書類等の審査により、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決

定し、その額を確定するものとする。この場合において、市長は、飼い主不明猫

不妊手術費用補助金交付決定通知書兼確定通知書（様式第１０号）により被承認

者に通知し、補助金を支払うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めたときは、

速やかに被承認者に対し、理由を付してその旨を飼い主不明猫不妊手術費用補助

金不交付決定通知書（様式第１１号）により通知しなければならない。 

（補助金の交付請求） 

第１８条 前条第１項の規定により通知を受けた者が補助金の請求をしようとする

ときは、飼い主不明猫不妊手術費用補助金交付請求書（様式第１２号）を市長に

提出しなければならない。 

（補助金の返還） 

第１９条 市長は、被承認者が虚偽の申請又は、その他不正な手段により補助金を

受け取ったときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（委任） 

第２０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月８日告示第１２９号） 

この告示は、令和４年６月１０日から施行する。 

附 則（令和４年１２月１６日告示第２４９号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年７月８日告示第１１６号） 

この告示は、令和６年８月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第１１条関係） 

様式第６号（第１２条関係） 

様式第７号（第１４条関係） 

様式第８号（第１５条関係） 

様式第９号（第１６条関係） 

様式第１０号（第１７条関係） 

様式第１１号（第１７条関係） 

様式第１２号（第１８条関係） 

 


